
（増刊 100）東 京 都 公 報令和2年10月15日（木曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

１００

規

則

○
特
別
区
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
特
別
区
が
処
理
す

る
事
務
の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…（
総
務
局
行
政
部
区
政
課
）…
�

○
市
町
村
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す

る
事
務
の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…（
総
務
局
行
政
部
市
町
村
課
）…
�

○
東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
二
件
）
…（
主
税
局
税
制
部
税
制
課
）…
�

○
東
京
都
立
食
品
技
術
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
食
料
安
全
課
）…
�

規

則
（
教
）

○
東
京
都
立
学
校
設
置
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

規

則

特
別
区
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
特
別
区
が
処
理
す
る
事
務

の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
四
十
七
号

特
別
区
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
特
別
区
が
処

理
す
る
事
務
の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
別
区
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
特
別
区
が
処
理
す
る
事
務

の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
二
年
東
京
都
規
則
第
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
の
表
二
十
二
の
項
中
「
四
十
四
の
項
ル
」
を
「
四
十
四
の
項
ワ
」
に
改
め
、
同
項
中
イ
を
削

り
、
ロ
を
イ
と
し
、
同
項
ハ
中
「
第
二
十
一
条
」
を
「
第
十
九
条
」
に
改
め
、
同
項
中
ハ
を
ロ
と
し
、

ニ
を
削
り
、
同
表
二
十
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
三

削
除

第
二
条
の
表
二
十
五
の
項
イ
中
「
卸
売
市
場
」
を
「
卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五

号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
卸
売
市
場
（
花
き
の
卸
売
の
た
め
に
開
設
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
卸
売
市
場
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
表
七
の
項
及
び
八
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七
及
び
八

削
除

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

市
町
村
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務

の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
四
十
八
号

市
町
村
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処

理
す
る
事
務
の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

市
町
村
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務

の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
二
年
東
京
都
規
則
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
の
表
十
三
の
四
の
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
三
の
四
の
三

削
除
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
四
十
九
号

東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
規
則
第
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
の
見
出
し
中
「
変
電
又
は
送
電
施
設
等
に
対
す
る
」
を
削
り
、
同
条
中
「
、
法
第
三
百
四

十
九
条
の
三
の
四
」
を
「
若
し
く
は
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
の
四
」
に
改
め
、
「
第
十
五
条
の
三
ま

で
」
の
下
に
「
若
し
く
は
法
附
則
第
六
十
二
条
」
を
加
え
る
。

第
二
十
五
条
第
三
項
を
削
る
。

第
二
十
九
条
の
四
第
二
号
中
「
及
び
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合
」
を
「
、
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却

組
合
及
び
敷
地
分
割
組
合
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
第
四
項
を
削
る
。

別
記
様
式
中
「
第
百
四
十
五
号
の
三
様
式

固
定
資
産
税
の
被
災
住
宅
用
地
等
申
告
書
（
東
日
本
大

震
災
関
連
）
」
を
「
第
百
四
十
五
号
の
三
様
式

固
定
資
産
税
の
被
災
住
宅
用
地
等
申
告
書
（
東
日
本

第
百
四
十
五
号
の
四
様
式

固
定
資
産
（
土
地
・
家
屋
）
現
所
有
者
申
告
書

大
震
災
関
連
）

」
に
改
め
る
。

別
記
第
百
四
十
五
号
の
三
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
二
十
九
条
の
四
第
二
号
の
改
正
規
定

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法

律
及
び
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二

年
法
律
第
六
十
二
号
）
の
施
行
の
日

二

第
二
十
五
条
第
三
項
及
び
第
三
十
九
条
第
四
項
を
削
る
改
正
規
定
、
別
記
様
式
の
改
正
規
定
並

び
に
別
記
第
百
四
十
五
号
の
三
様
式
の
次
に
一
様
式
を
加
え
る
改
正
規
定

令
和
三
年
四
月
一
日

東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
五
十
号

東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
規
則
第
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
中
「
附
則
第
六
十
二
条
」
を
「
附
則
第
六
十
四
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
立
食
品
技
術
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
五
十
一
号

東
京
都
立
食
品
技
術
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

東
京
都
立
食
品
技
術
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
年
東
京
都
規
則
第
百
十
八
号
）
は
、
廃
止

す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

則
（
教
）

東
京
都
立
学
校
設
置
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
五
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号

東
京
都
立
学
校
設
置
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
立
学
校
設
置
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
一
の
項
中

「
同

飛
鳥
高
等
学
校

全
日
制

定
時
制

普
通
科

普
通
科

」
を

「
同

飛
鳥
高
等
学
校

同

赤
羽
北
桜
高
等
学
校

全
日
制

定
時
制

全
日
制

普
通
科

普
通
科

保
育
・
栄
養
科

調
理
科

介
護
福
祉
科

」
に

改
め
、
同
表
三
の
項
中

「
同

八
王
子
西
特
別
支
援
学
校

知
的
障
害

小
学
部

中
学
部

高
等
部

普
通
科

」
を

「
同

八
王
子
西
特
別
支
援
学
校

知
的
障
害

小
学
部

中
学
部

高
等
部

普
通
科

に
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同

東
久
留
米
特
別
支
援
学
校

知
的
障
害

高
等
部

普
通
科

職
能
開
発
科

」

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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